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結核健康診断のお知らせ

　結核は結核菌によって起こる病気で、1950年ごろまで日本人の死亡原因の1位を占めていました。その後、医療や生活水準の向上により患者数は年々減少し、最近では過去の病気と思われがちです。

しかし、現在でも年間約3万人の新しい患者が発生していて、わが国最大の感染症です。事態を重くみた厚生労働省は、1999年「結核緊急事態宣言」を発表し、結核対策の強化を強く呼びかけています。

結核は、発病すると体がだるくなって疲れやすくなり、熱や咳が出たりします。結核は、早期に発見して発病を予防したり治療することが可能な病気ですが、かぜなどの症状に似ているために、受診が遅れがちで重症化することもあります。そのため、集団で生活する学校では、蔓延する危険性を避けるために、結核を早期に発見して発病を予防したり治療することが重要です。

　さて、学校においては平成15年度より国の法律（学校保健法施行規則）が変わり、それまで実施してきたツベルクリン反応検査とＢＣＧ接種が廃止され、問診票調査の実施と内科検診の中で診察を行うことになりました。

　保護者の皆様には、結核健診へのご理解をいただき、ご協力をお願いいたします。特に問診票については結核健診が正しく行われるために必要ですので正確なご記入をお願いいたします。
